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介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント重要事項説明書 

 

         渡嘉敷村地域包括支援センター 

 

  

この「重要事項説明書」は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント（以下「介護予防支援

等」という。）業務の開始にあたり、ご利用者にあらかじめ説明しなければならない内容を示した

ものです。 

当サービスの利用は、基本チェックリストによる基準該当者及び要介護認定の結果「要支援１」

「要支援２」と認定された方が対象となります。        

 

１．事業者 

法 人 名  渡嘉敷村役場 

法 人 所 在 地 渡嘉敷村字渡嘉敷１８３番地 

電 話 番 号 ０９８－９８７－２３２２ 

代 表 者 氏 名 渡嘉敷村長 新里 武広 

 

２．事業所の概要 

事業所の種類 指定介護予防支援事業所・地域包括支援センター 

介 護 保 険指 定  

事 業 所 番号  
４７０３９０００１１ 

事 業 の 目 的 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務 

事業所の名称  渡嘉敷村地域包括支援センター 

管理者の役職・氏名  センター長 新垣 立徳 

事業所の所在地  渡嘉敷村字渡嘉敷７４７番地 

電 話 番 号  ０９８－８９６－４７２０ 

 

３．事業の目的と運営方針 

事業の目的 

 保健師等指定介護予防支援に関する知識を有する職員が、要支援状態に

ある高齢者等に対し、適正な介護予防支援を提供する事を目的とします。 

運営の方針 

 公正中立の立場から、利用者が可能な限りその居宅において、自立した

日常生活を営むことができるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、常に

利用者の立場に立って、利用者に提供される介護予防・生活支援サービス

等を含む地域における様々な取り組みを行う者等との連携に努めます。 
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４．営業日及び営業時間（窓口対応可能時間） 

営業日 
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 

ただし、祝日、慰霊の日(6月 23日)、年末年始（12月 29日～1月 3日）を除く 

営業時間 ８：３０～１７：１５ 

 

５．事業実施の地域 

実施地域 渡嘉敷村全域 

 

６．職員の体制 

  当事業所では、ご契約者に対して介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを提供する職員と

して、以下の職種の職員を配置しています。 

（１）所属する担当職員の人数・構成 

職 種 常勤 職務内容 

主任介護支援専門員 人 ・介護予防支援業務 

介護支援専門員 人 ・介護予防ケアマネジメント業務 

社会福祉士 人 ・権利擁護業務     

保健師・看護師 2人 ・総合相談業務 

事務職員 人 ・包括的・継続的ケアマネジメント業務 

 

７．介護予防支援・介護ケアマネジメントの概要 

（１）内容及び利用料等 

内容 1か月あたりの利用料 

①介護予防サービス・支援計画書の作成 基本的に利用者の自己負担はありませんが、 

②事業所との連絡調整 保険料の滞納等により利用料が発生する場合も 

③サービス実施状況の把握・評価 あります。 

④利用状況の把握 ・介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメ 

⑤給付管理 ント費    4,420 円  

⑥要支援認定等に係る必要な援助 ・初回加算   3,000 円 

⑦相談業務 ・委託連携加算 3,000 円 

 

（２）介護保険被保険者証について 

 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載さ

れた内容（被保険者資格、要支援認定の有無があった場合及び要支援認定の有効期間）を確認

させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに事業所にお知らせく

ださい。 
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（３）介護認定の更新 

   利用者の意思を踏まえて、要支援認定の更新の申請が必要な場合は援助を行うものとします。 

 

（４）利用者の居宅への訪問頻度のめやす 

地域包括支援センターの担当職員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度

は、おおむね３か月に１回となります。（テレビ電話装置その他の情報通信機器等を活用する

場合、訪問が６か月に１回となる場合があります。） 

ただし、上記回数以外にも、利用者からの依頼や介護予防支援等の業務の遂行に不可欠と認

められる場合には、利用者の居宅を訪問することがあります。 

 

（５）医療機関等との連絡 

   利用者が、病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を

支援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当

職員の名前や連絡先を伝えてください。 

 

（６）居宅介護支援事業所への委託 

   厚生労働省令に基づき、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの一部を居宅介護支援 

事業所に委託することができます。一部委託を行う場合は、下記のとおりとなります。 

 

（７）秘密の保持 

   担当職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。なお、サービス担当

者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報

を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ個人情報利用同意書により得ます。 

渡嘉敷村地域包括支援センター 居宅介護支援事業所  

○利用申し込みの受付     

○契約の締結 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

○介護報酬の請求 

 

 

○アセスメントの実施 

○介護予防サービス計画書原案の作成 

○サービス担当者会議の開催 

○介護予防サービス計画書の交付 

○モニタリング 

○評価 

○日常の利用者、サービス提供事業者との 

 連絡・調整 

 

＊給付管理業務 

 

サービス担当者会議への参加 

生活状況の把握 

サービス利用についての評価等 

地域包括支援センターでは、 

担当ケアマネと連絡をとりあい

ながら、よりよいサービス提供の

お手伝いをします 



 

 4 

８．契約期間 

（１）介護予防支援に係る契約の期間 

契約日の当月から要支援認定の有効期限満了の日までとします。また、要支援認定の有効

期限が更新された場合は、契約期間も次期要支援認定の有効期限まで更新され、以後この例

によるものとします。 

（２）介護予防ケアマネジメントに係る契約の期間 

契約のこの日から１年間とします。また、有効期限満了日までに利用者からの意思表示の 

ない場合は、この契約と同一の内容で自動的に延長されるものとし、以後この例によるもの

とします。 

 

９．契約の失効 

（１）契約期間中に、以下の事項に該当するに至った場合には、事業者との契約は終了します。 

①利用者が被保険者の資格を喪失したとき。 

②利用者が要介護認定又は非該当（自立）と認定されたとき。 

③利用者が契約の解除を意思表示した場合で予告期間（３０日）が満了したとき。 

④事業所から契約の解除の意思表示がなされた場合で予告期間(３０日）が満了したとき。 

⑤入院又は入所等により、介護予防サービス等の利用の必要がなくなったとき。 

  

１０．利用者の契約解約権 

（１）利用者は事業所に対し、いつでもこの契約の解約を申し入れることができます。この場合に

は、３０日以上の予告期間をもって届け出るものとします。 

（２）利用者は事業所職員等が次のいずれかに該当する場合には、直ちに契約を解除することがで

きます。 

①事業所が正当な理由なく介護保険法等の関係法令及びこの契約に定める事項を遵守せずにサ

ービスの提供及び業務を怠ったとき。 

②事業所が守秘義務に違反したとき。 

③事業所が破産その他の理由で事業を継続することが困難であろうという見通しが立ったとき。 

 

１１．事業所の契約解除権 

   利用者及び利用者家族等の非協力などにより、事業所との信頼関係を損ねる行為があった場

合で、かつ、利用者及び家族等の行為に対して、事業所が行った改善要求が受け入れられず、

なお一向に改善の見込みが立たない場合には、この契約の目的を達成することが不可能である

とみなし、３０日以上の予告期間をもってこの契約を解除することができます。 

 

１２．虐待防止対策について 

    当事業所では、虐待等の早期発見ができるよう担当職員を置き、虐待等への迅速かつ適切な

対応を行います。また、虐待を未然に防止する対策及び発生した場合の対策について、研修等

を受講しています。 
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１３．業務継続計画（BCP）策定について 

   当事業所は、自然災害、感染症等のまん延等の発生により重要な事業の中断をさせない、ま

たは中断しても可能な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順を示した計画を自然

災害編、感染症編それぞれを策定し、定期的に訓練を行います。 

 

１４．職員の就業環境が害されることを防止するための方針について 

    職場におけるハラスメント防止の為の方針を明確にし、相談窓口を置く等の取り組みを行い、

職員への周知、啓発をします。 

 

１５．事故発生時の対応 

    担当職員は、利用者に対する介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供により事故が

発生した場合には速やかに利用者の家族へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者及

び渡嘉敷村役場へ報告します。 

 

１６．苦情相談 

（１）苦情・相談窓口 

   名称 電話番号 対応時間 

事業所又は 

法人に設置された窓口 

渡嘉敷村地域包括支援センター 

渡嘉敷村役場 民生課 

098-896-4720 

098-987-2322 

８：３０～１７：１５ 

（土日祝日を除く） 

外部に設置された窓口 
沖縄県介護保険広域連合 

計画推進課 指導係 
098-911-7502 

８：３０～１７：００ 

（土日祝日を除く） 

国保連苦情相談対応窓口 
沖縄県国民健康保険団体連合会 

介護苦情相談室 
098-860-9026 

８：３０～１７：００ 

（土日祝日を除く） 

 

１７．第三者評価の実施 

                有          無 

実施した直近の年月日（令和   年     月    日）  

実施した評価機関の名称（ ）  

評価結果の開示状況（                 ）  
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介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供開始に際し、本書面に基づき重要事項につ 

いて説明し、内容の同意を受け、文書の交付を行いました。 

 

指定介護予防支援事業所及び地域包括支援センター  

 

説明者職氏名  職 種：      氏 名：               ㊞ 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項についての説明を受け、介護予防支援及び介護 

予防ケアマネジメントの提供開始に同意し交付を受けました。 

  

 令和    年    月   日 

 

利用者住所   渡嘉敷村字              

 

利用者氏名                    ㊞  

 

 

代理人住所                       

 

代理人氏名                    ㊞ 


